
「食品安全文化の可視化に関する研究会」参加規約 

 

令和７年度「食品安全文化の可視化に関する研究会」（以下「本研究会」と言います。）に

参加される際には、本規約をよくお読みになり、その内容に同意の上でお申し込みください。  

【目的】  

本規約は、本研究会に参加する全ての主体が本研究会における活動を行うにあたり、遵

守すべき事項を定めるものです。  

【活動内容】  

フード・コミュニケーション・プロジェクト（以下「FCP」と言います。）の基本的な考

え方に基づき、食品安全等に関する理解を深め、食品事業者におけるリスクマネジメント

や危機管理に対処し、食品業界全体に対する消費者の信頼の向上を継続させる企業文化を

研究するための意見交換を行います。 

（1）令和７年６月から令和８年 3月にかけて複数回の会合を予定しています。  

（2）本研究会は、対面開催を基本とし、開催場所は農林水産省又はその周辺の会議室を予

定しています。 

（3） 「食品安全への考え方・行動に影響を及ぼし、組織内で共有された価値観・信念・規範」

を可視化するツールを作成するための提案をしていただきます。  

【運営】  

本研究会の運営については、次のとおりとします。  

（1）本研究会は原則非公開とします。  

（2）本研究会の議事概要については、ホームページ等により原則公表します。ただし、議

事概要等では発言者を匿名扱いと致します。  

（3）（1）及び（2）にかかわらず、FCP 事務局が、個人の権利、利益を害する恐れがある

と判断した場合、又は、企業秘密に触れる恐れがあると判断した場合には、本研究会

の参加者のご了解のもとに、本研究会の議事概要等を非公表とします。  

【参加要件】  

本研究会への参加は、以下の要件を満たす企業又は団体に認められます。  

（1）FCP 情報共有ネットワークに参加している企業又は団体であること。（ただし、FCP 

事務局が特に必要と認める場合には、有識者等の個人の参加も可能です。）  

（2）本研究会開催時に、人員を派遣できること。  

（3）可能な範囲で検討作業に関連する情報を提供できること。  

（4）本研究会参加者として、社名・団体名がプロジェクト専用ホームページ等で、公表さ

れることを了承すること。 



（ただし、本研究会における発言者等を特定するものではありません。）  

【参加の登録】  

 本研究会への参加を希望する企業又は、専用応募フォームに必要事項を記入の上、送信

することにより、本研究会への参加を登録することができます。令和７年度における継続

的な検討作業の実現のため、応募期間終了をもって今年度の参加登録は締め切り、原則と

して、追加の参加登録は認めないこととします。なお、応募者が多数の場合は、FCP事務

局において調整させていただきます。 

【参加の取りやめ】  

本研究会への参加の取りやめを希望する企業又は団体は、「食品安全文化の可視化に関

する研究会」参加取りやめ届出書を、FCP 事務局に提出することにより、参加を取りやめ

ることができます。  

【参加の取消】  

FCP 事務局は、本研究会参加者が次のいずれかに該当する場合、参加の登録を取り消す

ことがあります。  

（1）FCP の基本的な考え方や、本研究会運営の基本的な考え方に明らかに反するような

行為を行ったと認められるとき。  

（2）虚偽の情報を提供するなど、ネットワーク参加者、本研究会参加者又は第三者に不利

益をもたらすような行為をしたと認められるとき。  

（3）本研究会において非公開扱いとされた情報について、本研究会参加者及び FCP 事務

局の同意なく第三者に開示、提供、譲渡、販売をしたと認められるとき。  

（4）法令や公序良俗に反する行為をしたと認められるとき。  

【規約の改訂】  

本規約は、FCP 事務局により、必要に応じて事前の通知なく改訂される場合があること

を、ご承知おきください。 

なお最新の規約は、プロジェクト専用ホームページにおいて公表いたします。  

【附則】  

本規約は、令和 7 年 4 月 30日から施行します。 

 

  



FCP事務局あて 
 
 

令和  年  日  月 
 
 
 

「食品安全文化の可視化に関する研究会」参加取りやめ届出書 

 

令和７年度「食品安全文化の可視化に関する研究会」への参加を取りやめます。 

 

フリガナ  

 
企業／団体名 

 
 

フリガナ  

 
担当者名 

 
 

 
 
【個人情報の取扱いについて】  
本研究会参加にあたりいただいた個人情報、及び本届出書にていただいた個人情報は、議事確

認等必要 最小限の手続きのため、個人情報保護法、行政機関が保有する個人情報の保護に関す
る法律及び農林水産省における個人情報の適正な取扱いのための措置に関する訓令に従い基づ
き、厳正に取り扱い一定期間適正に管理・保管し、目的以外の利用や第三者への情報提供は行い
ません。また、上記の手続き終了後、いただいた個人情報は速やかに削除します。 


